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官
更
天
昇
６

成

英

日
蓮
大
聖
人
の
御
指
南
に
よ
れ
ば
、
仏
法
は
摂
受
、
折
伏
の
二
門
を
出
で
な
い
。
又
、
仏
道
修
行
も
摂
受
、
折
伏
の
二
道
に
尽
き
る
。

而
し
て
、
末
法
今
時
は
そ
の
両
者
の
何
れ
に
つ
く
べ
き
か
。
こ
の
撰
択
を
謬
れ
ば
、
得
道
思
い
も
よ
ら
ぬ
重
大
事
で
あ
る
。

日
蓮
大
聖
人
の
仏
法
は
、
勿
論
折
伏
で
あ
る
。
そ
の
折
伏
は
、
仏
法
の

一
大
事
因
縁
に
よ
っ
て
不
惜
身
命
せ
ら
れ
た
絶
対
的
な
折
伏
行

で
あ
る
。

そ
の

一
大
事
因
縁
と
は
何
ぞ
。

上
行
要
付
、
末
法
下
種
で
あ
る
。
こ
れ
を
化
儀
に
約
せ
ば
本
門
八
品
の
儀
式
で
あ
り
、
化
法
に
約
せ
ば
本
門
の
要
法
南
無
妙
法
蓮
華
経

で
あ
る
。

故
に
、
日
蓮
大
聖
人
の
折
伏
は
、
本
地
本
門
妙
法
蓮
華
経
の
経
力
の
人
格
的
活
現
に
し
て
、
下
種
教
た
る
法
華
本
門
の
法
体
折
伏
で
あ

る
“
随

っ
て
、
日
蓮
大
聖
人
の
仏
教
は
、
折
伏
逆
化
の
慈
悲
教
で
あ
る
。
而
し
て
、
そ
の
折
伏
は
宗
門
の
生
命
で
あ
り
、
広
く
は
末
法
光
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被
の
大
道
に
し
て
、
大
聖
人
独
自
の
才
党
に
よ
っ
て
工
夫
さ
れ
た
単
な
る
弘
教
の
方
便
で
は
な
い
。

「
法
体
折
伏
」
た
る
日
蓮
大
型
人
の
折
伏
を
信
解
す
る
た
め
に
は
、
法
華
経
と
、
法
華
経
の
祖
述
と
も
い
う
べ
き
御
遺
文
と
、
又
大
聖

人
の
正
統
た
る
日
隆
聖
人
の
御
指
南
に
仰
ぐ
べ
き
で
あ
る
。

因
み
に
日
蓮
大
聖
人
の
御
事
蹟
や
、
御
文
書
に
摂
受
の
一
面
を
拝
す
る
。
そ
れ
は
熟
脱
仏
法
の
摂
受
で
は
な
く
、
本
門
の
折
伏
体
内
の

摂
受
で
あ
る
。

元
よ
り
摂
折
法
門
は
、
取
り
組
め
ば
取
り
組
む
程
弥
々
広
く
、
弥
々
深
い
。
浅
学
非
才
な
る
私
如
き
が
よ
く
極
め
得
る
法
間
で
は
な
い
。

こ
の
拙
稿
の
如
き
は
研
究
発
表
の
責
め
を
ふ
さ
が
ん
が
た
め
に
敢
て
述
べ
る
処
、
摂
折
法
門
の
九
牛
の
一
毛
に
も
足
ら
ず
、
而
し
て
名
は

研
究
発
表
と
雖
も
実
は
一
僧
徒
と
し
て
の
信
仰
の
述
懐
で
あ
る
。

こ
の
大
事
の
法
門
を
述
べ
る
に
当
り
、
仏
祖
の
御
前
に
専
ら
杜
撰
な
か
ら
ん
こ
と
を
祈
る
も
の
で
あ
る
。

摂
受
、
折
伏
の
名
義
と
典
拠

摂
折
の
字
義
は
、
摂
受
と
は
摂
取
容
受
の
義
、
折
伏
と
は
折
破
調
伏
の
義
で
あ
る
。

摂
折
の
名
日
の
典
拠
は
、
古
来
勝
童
経
の
左
の
一
節
と
さ
れ
て
い
る
。

「
我
力
を
得
ん
時
、
彼
々
の
処
に
於
て
、
此
の
衆
生
を
見
れ
ば
折
伏
す
べ
き
は
之
を
折
伏
し
、
摂
受
す
べ
き
は
之
を
摂
受
す
。
何
を
以

て
の
故
に
。
折
伏
、
摂
受
を
以
て
の
故
に
法
を
し
て
久
住
せ
し
む
」

と
。
な
お
同
経
の
義
疏
に
文
中
の
力
を
二
種
に
分
っ
て

「
重
悪
に
は
折
伏
、
軽
悪
に
は
摂
受
を
用
ゆ
」
と
、
釈
義
せ
ら
れ
て
い
る
。

日
蓮
大
聖
人
は
こ
の
両
者
を
開
目
抄
に

「
無
智
悪
人
の
国
土
に
充
満
の
時
は
摂
受
を
前
と
す
。
安
楽
行
品
の
如
し
。
邪
智
謗
法
の
者
の
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多
き
時
は
折
伏
を
前
と
す
。
常
不
軽
品
の
如
し
」
（縮
八
二
こ

と
、
判
定
せ
ら
れ
て
い
る
。
而
し
て
、
そ
の
安
楽
行
品
の
文
に
云
く

「他

人
の
好
悪
長
短
を
説
か
ず
乃
至
間
に
随
っ
て
説
を
為
す
」
と
は
摂
受
の
行
相
、
不
軽
品
に
云
く

「
凡
そ
見
る
所
あ
ら
ば
即
ち
大
乗
を
以
て

之
を
強
毒
す
」
と
は
、
折
伏
の
行
軌
で
あ
る
。

な
お
摂
折
の
大
事
を
示
し
て
云
く

「
凡
そ
仏
法
を
修
行
せ
ん
者
は
、
摂
折
二
門
を
知
る
べ
き
な
り
。　
一
切
の
経
論
こ
の
二
を
出
で
ぎ
る

な
り
」
（縮
九
七
〇
）
「摂
折
途
に
違
は
ば
得
道
思
も
よ
ら
ず
。
悪
道
に
堕
つ
べ
し
」
（縮
五
些
こ

と
。
誠
に
摂
折
の
二
門
は
仏
家
行
軌
の
肝

要
で
あ
る
。

法
華
経
に
於
け
る
摂
折

法
華
経
中
弘
経
の
方
軌
を
説
い
た
箇
所
は
、
第
十
三
勧
持
品
、
第
十
四
安
楽
行
品
、
第
二
十
不
軽
品
の
三
品
で
あ
る
。
こ
の
三
品
を
対

比
し
て
法
華
経
に
於
け
る
摂
折
法
門
の
大
要
を
述
べ
る
。

一
、
勧
持
品
と
安
楽
行
品

勧
持
品
は
述
化
八
十
万
億
那
由
陀
の
菩
薩
達
が
二
十
行
の
偶
文
を
述
べ
て
、
三
類
の
怨
敵
を
忍
び
、
末
法
に
法
華
経
を
弘
通
せ
ん
こ
と

を
釈
尊
に
発
誓
し
奉
っ
た
経
文
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
釈
尊
は
、
心
中
に
後
の
本
門
八
品
に
於
け
る
上
行
付
属
を
欲
す
が
故
に
明
答
を

与
え
ら
れ
な
か
っ
た
。

そ
の
二
十
行
の
儡
文
は
、
述
化
上
位
の
菩
薩
達
の
滅
後
発
誓
弘
教
の
決
意
で
あ
る
と
同
時
に
、
末
法
に
於
け
る
折
伏
行
の
困
難
と
悲
壮

な
る
忍
難
の
予
言
で
あ
る
。
姦
に
於
て
、
末
法
折
伏
行
は
相
当
に
修
行
の
積
ん
だ
高
位
の
菩
薩
に
し
て
始
め
て
堪
え
得
べ
く
、
浅
位
初
心
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の
菩
薩
の
よ
く
為
し
得
べ
き
方
軌
で
は
な
い
。

果
せ
る
か
な
。
こ
の
二
十
行
の
侶
文
を
聞
い
て
初
心
浅
行
の
菩
薩
達
は
、
末
代
の
弘
経
に
自
信
を
失
い
動
揺
の
色
を
見
せ
た
の
で
、
文

殊
菩
薩
は
、
釈
尊
に
、
そ
れ
ら
初
心
の
菩
薩
達
の
行
軌
を
問
う
た
。
釈
尊
は
そ
れ
に
答
え
て
、
所
謂
身
口
意
誓
願
の
四
安
楽
行
を
説
か
れ

た
の
で
あ
る
。
そ
の
経
文
が
安
楽
行
品
で
あ
る
。
故
に
安
楽
行
品
は
、
勧
持
品
に
よ
っ
て
対
庶
的
に
生
じ
た
経
文
に
し
て
、
勧
持
品
は
折

伏
の
行
軌
で
あ
り
、
安
楽
行
品
は
摂
受
の
行
軌
で
あ
る
。
而
し
て
、
安
楽
行
品
の
摂
受
の
行
相
整
然
た
る
に
比
し
、
勧
持
品
は
折
伏
の
行

相
未
だ
充
足
せ
ざ
る
観
あ
る
も
、
そ
れ
は
後
の
常
不
軽
品
を
招
ね
き
起
し
て

一
如
照
応
せ
し
め
、
折
伏
の
方
軌
を
明
す
に
慎
重
を
期
す
る

た
め
で
あ
る
。

二
、
勧
持
品
と
不
軽
品

不
軽
品
は
、
安
楽
行
品
が
述
間
の
流
通
な
る
に
対
し
、
本
門
の
流
通
分
に
し
て
、
経
文
の
初
め
に
は
、
信
謗
の
罪
福
を
説
き
、
法
華
経

の
弘
通
を
勧
め
、
而
し
て
、
不
軽
菩
薩
の
本
事
を
説
い
て
、
そ
の
逆
化
強
毒
の
行
相
と
、
そ
の
精
神
と
、
教
法
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
即

ち
、

「
不
専
読
誦
但
行
礼
拝
」

（行
相
）
し
て
、
上
慢
の
四
衆
に
絶
叫
し
て
云
く

「
我
深
敬
汝
等
不
敢
軽
慢
所
以
者
何
汝
等
皆
行
菩
薩
道

当
得
作
仏
」

（精
神
）
と
。
本
尊
砂
に
云
く

「
不
軽
菩
薩
は
所
見
の
人
に
於
て
仏
身
を
見
る
」
（縮
九
一一三
）
と
。
即
ち
、
衆
生
内
在
の
仏

性
に
覚
醒
を
与
え
ら
れ
た
。
し
か
も
云
く

「
凡
有
所
見
則
以
大
乗
而
強
毒
之
」

（教
法
）
と
。
こ
の
不
軽
行
に
対
し
、
上
慢
の
謗
人
等
は
、

悪
口
罵
詈
杖
木
瓦
石
の
迫
害
を
加
え
た
が
、
不
軽
菩
薩
は

「‐能
忍
受
之
」

（行
相
）
せ
ら
れ
た
。
こ
の
忍
受
は
勧
持
品
の

「当
着
忍
辱
鎧
」

で
あ
る
。
前
の
勧
持
品
は
、
末
法
の
逆
化
折
伏
に
は
、
三
類
の
怨
敵
強
盛
な
る
忍
苦
の
面
を
主
と
し
て
予
言
し
、
行
者
の
覚
悟
を
促
し
、

不
軽
品
は
逆
化
強
毒
の
行
相
と
そ
の
精
神
と
法
体
と
を
示
し
、
行
者
を
し
て
折
伏
の
真
意
を
謬
ら
し
め
ぬ
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。
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か
く
の
如
く
折
伏
行
を
説
示
す
る
に
慎
重
を
期
せ
ら
れ
た
の
は
、
折
伏
の
重
大
性
を
示
し
、
且
つ
そ
の
行
人
の
信
心
堅
固
を
促
が
し
、

且
つ
又
折
伏
行
に
当
っ
て
軽
挙
妄
動
を
い
ま
し
む
る
密
意
で
あ
る
。

な
お
日
蓮
大
聖
人
は
、
勧
持
品
を
以
て
自
己
の
上
行
再
来
の
経
証
と
な
し

（縮
七
主
二
・
一
五
六
九
等
）、
不
軽
品
を
以
て
折
伏
逆
化
の
亀

鏡

（縮
杢
一西

・
一
〇
一
人
・
一
七
九
二
ｏ
一
九
二
四
等
）
と
せ
ら
れ
た
。
か
く
て
こ
の
両
品
は
不
軽
品
を
面
と
な
し
て
照
応

一
具
し
、
折
伏

の
行
軌
を
全
つ
た
か
ら
し
め
、
そ
の
本
典
を
為
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
寺
泊
御
書
に
云
く

「法
華
経
は
三
世
説
法
の
儀
式
な
り
。
過
去
の

不
軽
品
は
今
の
勧
持
品
、
今
の
勧
持
品
は
過
去
の
不
軽
品
な
り
。
今
の
勧
持
品
は
未
来
は
不
軽
品
た
る
べ
し
。
そ
の
時
は
日
蓮
は
即
ち
不

軽
菩
薩
た
る
べ
し
」
（縮
七
〇
〇
）
と
。

日
蓮
即
不
軽
を
説
く
に
種
々
の
理
由
あ
る
も
今
は
間
う
処
で
は
な
い
。
要
す
る
に
日
蓮
即
不
軽
な
ら
ば
、
日
蓮
大
聖
人
は
即
ち
上
行
菩

薩
の
故
に
、　
不
軽
行
は
即
ち
上
行
菩
薩
の
下
種
行
の
先
証
で
あ
る
。
随
っ
て
、　
不
軽
品
の

「
則
以
大
乗
」

と
は
本
門
の
要
法
で
あ
り
、

「而
強
毒
之
」
は
要
法
下
種
の
折
伏
行
で
あ
る
。
要
法
弘
持
の
故
に

「‐不
専
読
誦
」
し
て
、
広
略
を
去
っ
て
肝
要
を
好
み
、
要
法
口
密
を
正

意
と
す
。
こ
の
場
合
は

「
唯
本

一
部
」
の
法
華
経
に
し
て
、
以
上
の
両
品
は
、
上
行
菩
薩
の
折
伏
化
他
の
行
軌
と
な
る
の
で
あ
る
。
日
蓮

大
聖
人
が
こ
の
両
品
を
御
自
身
の
経
証
と
せ
ら
れ
た
の
は
当
然
で
あ
る
。

三
、
安
楽
行
品
と
不
軽
品

前
の
如
く
安
楽
行
品
は
、
勧
持
品
に
よ
っ
て
対
庶
的
に
派
生
さ
れ
た
経
文
に
し
て
、
便
法
と
し
て
の
摂
受
の
行
法
で
あ
る
。
末
法
下
種

を
正
意
と
す
る
法
華
経
の
行
法
と
し
て
は
傍
意
の
行
軌
で
あ
る
。
然
し
、
折
伏
の
本
拠
た
る
不
軽
品
と
相
対
峙
し
て
法
華
経
に
於
け
る
摂

受
行
の
本
典
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
依
っ
て
、
こ
の
両
品
の
関
係
を
も

一
考
を
要
す
。
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開
目
砂
に
云
く

「夫
れ
摂
受
折
伏
と
申
す
法
門
は
水
人
の
如
し
…
…
摂
受
の
者
は
折
伏
を
わ
ら
う
。
折
伏
の
者
は
摂
受
を
か
な
し
む
。

無
智
悪
人
の
国
上
に
充
満
の
時
は
摂
受
を
前
と
す
。

安
楽
行
品
の
如
し
。
邪
智
謗
法
の
者
多
き
時
は
折
伏
を
前
と
す
。
常
不
軽
品
の
如

し
」
（縮
八
二
こ

と
。
妙
楽
大
師
は
こ
の
両
品
を
対
照
し
て
文
句
記
に
そ
の
十
別
を
示
し
て
い
る
。
日
隆
聖
人
は
弘
経
抄

（隆
全
十
∠
一一三

九
）
に
こ
の
十
別
を
引
き
、
更
に
本
門
の
立
場
よ
り
そ
の
両
品
の
関
係
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
今
は
煩
雑
を
さ
け
て
十
別
の
肝
要
た
る
左

の
四
別
を
挙
ぐ
。　
　
　
　
　
　
　
　
‥

そ
の
第

一
に
云
く

「
彼
は
則
ち
法
座
に
安
処
し
て
問
い
に
随
っ
て
為
に
説
く
、
此
は
乃
ち
遠
く
四
衆
を
見
て
故
に
往
い
て
礼
拝
す
」
と
。

彼
即
ち
安
楽
行
品
は
受
動
的
に
し
て
消
極
、
此
即
ち
不
軽
品
は
能
動
的
に
し
て
積
極
で
あ
る
。

そ
の
第
二
に
云
く

「
彼
は
即
ち
難
問
す
る
所
あ
っ
て
方
に
乃
ち
答
を
な
し
、
此
は
乃
ち
瓦
石
打
郷
す
れ
ど
も
猶
ほ
強
い
て
之
を
宣
ぶ
」

と
。
前
者
は
受
動
随
他
意
の
故
に
無
難
安
楽
の
弘
経
で
あ
り
、
後
者
は
能
動
随
自
意
の
故
に
受
難
忍
苦
の
弘
通
で
あ
る
。

そ
の
第
五
に
云
く

「
彼
は
則
ち
初
め
に
云
何
し
て
か
此
の
経
を
読
み
説
く
べ
き
か
と
問
い
、
此
は
乃
ち
但
だ
作
仏
の
一
句
を
流
通
す
べ

し
と
云
う
」
と
。
即
ち
前
者
は
法
華

一
経
の
弘
通
を
主
眼
と
な
し
、
後
者
は
要
法
五
字
七
字
の
一
句
を
流
通
す
る
を
正
意
と
す
。

そ
の
第
十
に
云
く

「
彼
は
則
ち
順
化
を
以
て
の
故
に
軌
儀
を
存
し
、
此
は
乃
ち
逆
化
を
以
て
の
故
に
恒
述
を
亡
ず
」
と
。
前
者
は
本
己

有
善
の
順
機
の
た
め
の
随
他
意
の
化
導
に
し
て
、
身
口
意
誓
願
の
整
然
た
る
行
軌
を
具
え
、
後
者
は
本
未
有
善
の
劣
機
の
た
め
の
下
種
行

な
る
故
に
随
自
意
の
化
導
に
し
て
、
お
だ
や
か
な
常
道
を
廃
し
て
逆
化
強
毒
す
る
の
で
あ
る
。

而
し
て
、
そ
の
弘
経
抄
に
以
上
の
十
別
を
結
釈
し
て
云
く

「此
の
釈
の
意
は
十
義
悉
く
述
門
流
通
の
四
安
楽
行
は
、
位
観
行
五
品
に
居

し
て
法
行
観
を
用
い
て
十
乗
十
境
の
観
不
思
議
境
の
理
観
を
修
し
て
随
宜
為
説
双
用
権
実
し
て
諸
仏
釈
尊
天
台
伝
教
の
如
く
順
化
を
用
う

る
故
に
安
楽
に
し
て
更
に
四
衆
の
三
類
の
怨
嫉
無
き
故
に
摂
受
の
修
行
を
致
す
な
り
。
さ
て
本
門
流
通
不
軽
の
行
相
は
、
十
義
悉
く
初
心
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始
行
有
相
事
円
の
純
円
の
化
儀
を
以
て
逆
化
を
用
い
て
諸
仏
釈
尊
天
台
等
に
違
し
て

「
不
受
余
経

一
侶
」
の
直
入
法
華
の
化
儀
を
用
う
る

故
に
、
権
人
の
四
衆
悉
く
怨
嫉
を
成
ず
ｅ
故
に
折
伏
行
と
云
う
。
十
義
の
中
に
一
一
に
其
の
意
分
明
な
り
。
殊
に

「彼
は
則
ち
順
化
を
以

て
の
故
に
軌
儀
を
存
し
、
此
は
乃
ち
逆
化
を
以
て
の
故
に
恒
述
を
忘
れ
た
り
」
云
々
　
此
の
釈
の
意
を
問
答
し
て
、
疏
に
釈
し
て
云
く
、

間
、
、釈
迦
は
出
世
し
て
蜘
臓
し
て
説
か
ず
、
常
不
軽
は

一
た
び
見
て
造
次
に
も
而
も
言
う
は
何
ぞ
や
。
答
う
、
本
己
有
善
な
れ
ば
、
釈
迦

は
小
を
以
て
之
を
将
護
す
。
本
未
有
善
な
れ
ば
不
軽
は
大
を
以
て
之
を
強
毒
す
文
。
此
の
釈
亦
同
意
な
り
。
釈
尊
在
世
の
機
滅
後
正
像
ま

で
は
三
五
下
種
の
者
之
れ
あ
り
。
故
に

「随
宜
為
説
」
し
て
先
づ
権
を
施
し
て
過
去
の
下
種
を
調
養
せ
し
め
後
に
法
華
を
示
す
。
此
を
順

化
と
云
う
。
故
に
在
世
正
像
の
衆
生
を
ば

「
本
己
有
善
」
の
機
と
云
う
な
り
。
さ
て
中
間
も
今
日
も
本
涅
槃
妙
の
減
後
末
法
に
は
多
分
過

去
下
種
の
者
之
れ
無
Ｌ
。
故
に

「本
未
有
善
」
の
機
と
云
う
。
此
の
機
に
本
門
を
説
い
て
初
め
て
仏
種
を
下
す
。
仏
種
に
は

「
未
免
無
常
」

の
土
民
の
仏
法
は
成
ぜ
ざ
る
間
、
本
門
久
遠
長
寿
金
剛
智
の
本
仏
の
大
王
を
以
て
直
に
示
さ
ば
之
を
受
け
ざ
る
故
に

「
而
強
毒
之
」
す
る

な
り
。
此
の
一
筋
は
本
門
八
品
上
行
要
付
の

″
一
念
信
解
者
即
是
本
門
立
行
之
首
″
と
云
え
る
末
代
相
応
の
名
字
信
行
の
不
軽
初
随
喜
の

行
相
な
り
」
と
正
し
く
開
目
抄
の
如
く
摂
折
両
門
は
水
人
の
相
違
で
あ
る
。
な
お
弘
経
抄

（隆
全
六
ノ
四
二
九
）
に
は
、
こ
の
両
品
の
八
重

の
不
同
が
示
さ
れ
て
あ
る
。

以
上
は
摂
折
法
門
通
途
の
定
判
の
立
場
よ
り
見
た
安
楽
、
不
軽
両
品
の
関
係
で
あ
る
。

然
し
こ
れ
を

「
慶
述
立
本
本
門
八
品
上
行
要
付
の
要
法
を
…
…

一
経
の
首
め
に
置
い
て
…
…
流
通
が
家
の
序
正
流
通
の
法
華
経
な
る
故

に
上
行
要
付
の
要
法
体
具

一
部
の
安
楽
品
の

「
於
後
悪
世
」
と
心
得
て
講
ず
べ
き
な
り
」
（弘
経
抄
隆
全
七
ノ
一一一一一一一こ

と
あ
る
所
謂
唯
本

一

部
の
立
場
よ
り
見
か
え
る
時
は
、
安
楽
行
品
は
本
密
有
相
信
行
の
四
安
楽
五
種
の
妙
行
と
な
り
、
末
代
吾
等
の
助
行
と
な
る
の
で
あ
る
。

弘
経
抄
に
云
く

「本
密
と
は
述
顕
の
文
底
に
初
心
の
安
楽
、
浅
位
の
弘
経
、

「
不
以
小
答
」
の
名
字
信
行
有
相
安
楽
の
易
行
弘
経
の
辺
之

本

化

折

伏

論

概

説
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れ
あ
る
な
り
」

（隆
全
七
∠
壬
一七
）
と
。
又
云
く

「
無
相
安
楽
行
を
以
て
、
有
相
安
楽
の
信
行
に
つ
つ
ん
で
、
末
代
の
衆
生
に
授
く
る
な

り
。
…
…
観
心
本
尊
得
意
砂
に
、
我
が
読
む
述
門
と
記
し
玉
う
は
此
の
意
な
り
」

（隆
全
七
ノ
四
六
七
）
と
。
依
つ
て
本
密
有
相
信
行
の
安

楽
行
品
は
折
伏
体
内
の
摂
受
に
し
て
、
不
軽
品
の
衷
に

一
具
す
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
摂
折
を
父
母
に
警
え
て
こ
の
両
品
の
関
係
を
述
べ

て
弘
経
抄
に
は

一
四
安
楽
行
は
即
ち
本
地
難
思
の
境

（安
楽
品
）
智

（不
軽
品
）
の
妙
法
蓮
華
経
体
内
の
境
妙
、
悲
母
、
摂
受
と
な
り
、

不
軽
品
は
智
妙
、
慈
父
、
折
伏
と
な
つ
て
、
境
智
冥
合
し
て
末
法
下
種
と
成
る
な
り
。
品
品
供
養
御
書
等
に
述
門
下
種
に
成
る
と
判
じ
玉

う
は
此
の
心
な
り
」

（隆
全
七
∠
一三
三
）
と
云
い
、
又
四
帖
抄
第

一

（五
）
に
は
更
に
詳
説
さ
れ
て
い
る
。
而
し
て
云
く

「
一
向
摂
受
を

捨
つ
べ
き
に
非
ず
と
」
。
但
し

「
本
面
述
裏
と
行
ぜ
ば
煩
い
無
き
も
の
な
り
」
と
、　
安
楽
、　
不
軽
両
品
の
表
裏
不
二
而
二
の
関
係
を
述
べ

ら
れ
て
い
る
。
（参
照
弘
経
抄
、
隆
全
七
ノ
三
二
九
）
日
蓮
大
聖
人
が
曾
谷
教
信
の
述
門
不
読
を
教
破
せ
ら
れ
た

（縮
〓
壬
二
〇
）
深
意
も
こ
こ

に
あ
る
敷
。

以
上
が
法
華
経
に
於
け
る
摂
折
の
大
要
で
あ
る
。

祖
書
に
於
け
る
摂
折

日
蓮
大
聖
人
の
御
遺
文
は
全
篤
こ
れ
法
華
経
色
読
の
書
に
し
て
、
逆
謗
救
助
の
折
伏
の
書
と
云
う
も
過
言
で
は
な
い
。
随
っ
て
日
蓮
大

聖
人
の
折
伏
を
御
遺
文
に
求
め
る
な
ら
ば
そ
の
全
篇
に
亘
る
べ
き
で
あ
る
。
然
し
今
は
直
接
摂
折
法
門
を
述
べ
ら
れ
た
左
に
挙
げ
る
数
篇

の
御
書
に
よ
っ
て
、
そ
の
摂
折
法
門
の
大
略
を
記
す
。

一
、
如
説
修
行
紗
の
摂
折
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当
砂
は
佐
渡
御
在
島
中
の
主
要
御
書
の
一
篇
に
し
て
、
当
砂
御
述
作
に
先
き
立
ち
、
人
開
顕
の
御
書
た
る
開
目
砂
、
次
に
法
開
顕
の
御

書
た
る
本
尊
妙
あ
り
て
、
末
法
救
護
の
本
化
と
本
法
が
顕
わ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
を
受
け
て
顕
わ
さ
れ
た
当
紗
に
は
、
末
法
下
種

の
折
伏
行
が
説
か
れ
て
い
る
。
而
し
て
当
砂
は

「
人
々
御
中

へ
」
と
あ
り
て
、
御
門
下
の
僧
俗
全
体
に
授
け
ら
れ
た
御
書
で
あ
り
、
且
つ

又
末
尾
に
は

「此
書
不
離
御
身
常
可
有
御
覧
候
」
と
ま
で
念
記
せ
ら
れ
、
故
に

「随
身
不
離
り
」
と
称
せ
ら
れ
る
御
書
で
あ
る
。
正
し
く

当
砂
は
、
開
目
砂
の
本
化
上
行
と
そ
の
一
類
が
、
本
尊
砂
の
本
法
の
本
尊
を
信
心
弘
通
す
る
処
の
行
軌
を
示
さ
れ
た
も
の
に
し
て
、
本
門

八
品
に
こ
れ
を
配
当
せ
ば
、
開
目
り
は
涌
出
品
、
本
尊
砂
は
寿
量
品
、
当
砂
は
不
軽
品
と
拝
せ
ら
る
べ
き
か
。

当
砂
の
要
旨
は
、
釈
尊
の
金
言
の
如
く
忍
難
弘
通
の
折
伏
に
精
進
す
れ
ば
四
海
帰
妙
の
寂
光
土
は
期
し
て
待
つ
べ
き
こ
と
を
示
し
、
且

つ
凄
絶
悲
壮
な
る
折
伏
の
行
相
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
而
し
て
次
に
折
伏
た
る
如
説
修
行
を
示
す
に
先
づ
教
法
に
約
し
、
次
に
行
相
と
時

に
約
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

先
づ
教
法
の
辺
よ
り
は
、
日
蓮
大
聖
人
当
時
に
於
け
る
各
宗
の
権
実
雑
乱
の
邪
説
を
打
ち
破
っ
て

「但
令
用
実
」
の
正
義
を
示
し
て
云

く

「
唯
有

一
乗
法
と
信
ず
る
を
如
説
修
行
の
人
と
は
定
め
さ
せ
給
え
り
」
（縮
九
六
九
）
と
。
次
に
行
相
と
時
の
辺
よ
り
如
説
修
行
を
説
い

て
、
権
実
雑
乱
の
末
法
の
時
は
、
四
安
楽
の
摂
受
行
を
排
し
て
折
伏
の

一
行
に
帰
す
べ
き
こ
と
を
示
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
云
く

「
四
節
四

季
取
々
に
替
れ
り
、
夏
は
熱
く
冬
は
つ
め
た
く
、
春
は
花
さ
き
秋
は
果
な
る
。
冬
種
子
を
下
し
て
春
果
を
取
ら
ん
に
豊
に
取
る
べ
け
ん
や
。

極
寒
の
時
厚
き
衣
は
用
な
り
、
極
熱
の
夏
は
何
か
せ
ん
。
涼
風
は
夏
の
用
な
り
。
冬
は
何
か
せ
ん
。
仏
法
も
亦
復
是
の
如
し
…
…
正
像
二

千
年
は
小
乗
権
大
乗

（摂
受
の
教
法
）
の
流
布
の
時
な
り
。
末
法
の
始
め
の
五
百
年
に
は
純
円

一
実
の
法
華
経

（折
伏
の
教
法
）
の
み
広

宣
流
布
の
時
な
り
。
此
の
時
は
闘
請
堅
固
自
法
隠
没
の
時
と
定
め
て
権
実
雑
乱
の
瑚
な
り
…
…
今
の
時
は
権
教
即
ち
実
教
の
敵
と
な
る
な

り
。　
一
乗
流
布
の
時
は
権
教
あ
り
て
敵
と
な
り
て
ま
ぎ
ら
わ
し
く
ば
実
教
よ
り
之
を
責
む
べ
し
。
足
れ
を
摂
折
二
門
の
中
に
は
法
華
経
の

本

化

折

伏

論

概

説
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折
伏
と
申
す
な
り
。
…
…
然
る
に
摂
受
た
る
四
安
楽
の
修
行
を
今
の
時
行
ず
る
な
ら
ば
冬
種
を
下
し
て
春
果
を
求
む
る
者
に
あ
ら
ず
や
。

鶏
の
暁
に
鳴
く
は
用
な
り
。
脊
に
鳴
く
は
物
怪
な
り
。
権
実
雑
乱
の
時
、
法
華
経
の
御
敵
を
責
め
ず
し
て
山
林
に
閉
じ
籠
り
、
摂
受
を
修

行
せ
ん
は
豊
法
華
修
行
の
時
を
失
う
物
怪
に
あ
ら
ず
や
」
（縮
九
七
〇
）
と
。
以
上
の
如
く
正
像
は
摂
受
、
末
法
は
折
伏
と
摂
折
の
行
軌
を

滅
後
三
時
に
配
当
す
る
の
が
祖
書
を

一
貫
す
る
通
途
の
定
判
で
あ
る
。

然
し
、
末
法
に
摂
受
を
認
め
ら
れ
た
別
途
の
配
当
が
あ
る
。
姦
に
於
て
古
来
よ
り
異
説
あ
っ
て
今
に
論
議
が
絶
え
な
い
。
例
せ
ば
、
日

重
の
愚
案
記
第

一
に
云
く

「像
法
は
摂
受
、
末
法
は
折
伏
、
天
台
伝
教
は
摂
受
、
日
蓮
上
人
は
折
伏
の
行
者
と
意
得
る
は
大
な
る
誤
り
な

り
」
と
云
い
、
そ
の
理
由
と
し
て
開
目
砂
の

「
末
法
に
摂
受
折
伏
あ
る
べ
し
」
と
、
又
他
の
諸
御
書
に
天
台
伝
教
等
の
折
伏
を
述
べ
ら
れ

た
の
と
を
挙
げ
て
い
る
。
即
ち
摂
受
折
伏
は
滅
後
三
時
に
亘
り
、
又
本
化
述
化
共
通
の
行
軌
に
し
て
随
宜
に
用
う
る
弘
経
の
手
段
と
云
う

の
で
あ
る
。
即
ち
摂
折
雑
乱
の
修
説
で
あ
る
。
そ
の
弟
子
の
日
乾
は

「
法
燈
相
続
の
た
め
に
は
必
要
と
あ
ら
ば
念
仏
を
も
唱
え
、
国
主
の

命
な
ら
ば
法
義
を
柱
ぐ
る
も
苦
し
か
ら
ず
」
と
謬
つ
た
摂
受
説
に
堕
ち
た
。
又
日
尭
の
自
牛
通
轍
録
も
亦
摂
折
雑
乱
の
説
で
あ
る
。
弘
経

抄

（隆
全
七
ノ
四
七
七
）
に
は

「
習
い
損
い
の
諸
法
華
宗
、
大
謗
法
た
る
京
都
妙
行
寺
の
日
法
、
此
れ
等
は
悉
く
本
述
流
通
の
不
同
、
不
軽

安
楽
の
違
目
に
迷
乱
し
て
、
安
楽
品
の
行
儀
を
以
て

一
経
流
通
の
行
相
と
意
得
て
、
此
の
外
に
滅
後
流
通
本
門
弘
経
の
不
軽
の
行
相
こ
れ

あ
り
と
云
う
こ
と
を
知
ら
ず
し
て
日
蓮
宗
を
謗
ず
る
な
り
」
と
、
痛
破
せ
ら
れ
て
い
る
。

摂
折
の
減
後
三
時
配
当
に
於
け
る
通
途
の
面
は
、
前
記
の
通
り
如
説
修
行
り
に
よ
っ
て
判
定
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
以
下
は
末
法
に
摂

受
を
認
め
ら
れ
た
別
途
配
当
の
面
の
み
に
会
通
を
加
え
つ
つ
祖
書
に
於
け
摂
折
法
門
の
各
面
を
略
述
す
る
。

二
、
聖
愚
問
答
紗
の
摂
折
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当
り
は
古
来
よ
り
真
偽
の
異
論
が
あ
る
。
然
し
未
だ
偽
書
と
し
て
の
確
証
は
な
い
。
且
つ
摂
折
法
門
を
詳
説
さ
れ
た
御
書
な
る
が
故
に

こ
こ
に
挙
げ
た
の
で
あ
る
。
以
下
煩
を
さ
け
て
各
紗
共
に
末
法
に
摂
受
を
立
て
ら
れ
た
箇
所
の
み
に
ふ
れ
る
こ
と
と
す
る
。

当
り
の
本
文
に
云
く

「
摂
受
の
行
は
此
の
国
に
法
華

一
純
に
弘
ま
り
て
邪
法
邪
師

一
人
も
な
し
と
云
わ
ん
。
此
の
時
は
山
林
に
交
り
て

観
法
を
修
し
、
五
種
六
種
乃
至
十
種
等
を
行
ず
べ
き
な
り
」
（縮
五
七
一じ

と
。
こ
の
末
法
の
摂
受
は
、
折
伏
逆
化
の
功
成
っ
て

一
国
同
帰

し
、

「
邪
法
邪
師

一
人
も
な
く
」
末
法
と
雖
も
自
然
的
に
折
伏
を
必
要
と
し
な
く
な
っ
た
為
の
摂
受
で
あ
る
。
弘
経
抄
（隆
全
七
ノ
四
九
一じ

に
云
く

「安
楽
行
の
人
は
此
の
如
く
身
口
意
の
善
悪
を
守
り
、
自
他
を
し
て
安
全
な
ら
し
め
、
色
心
の
障
優
な
く
、
先
づ
自
行
を
成
ず
る

故
に
世
人
の
好
悪
を
も
、
二
乗
等
の
小
権
の
人
の
善
悪
を
も
言
う
べ
か
ら
ず
と
教
誠
し
玉
へ
り
。
此
等
も
戒
行
の
一
分
な
り
。
此
等
は
皆

謗
者
無
き
時
分
の
行
体
な
り
」
と
。
叉
四
帖
抄
に
云
く

「法
華
宗
は
妙
法
蓮
華
経
に
約
し
て
開
会
を
論
ず
、
此
を
名
開
会
と
云
う
。
何
な

る
小
権
述
の
諸
寺
に
て
も
あ
れ
、
妙
法
蓮
華
経
を
安
置
し
奉
ら
ば
之
を
用
う
べ
き
な
り
。
天
下
流
布
の
時
は
妙
法
蓮
華
経
を
以
て
諸
寺
諸

社
を
開
会
し
て
参
詣
す
べ
き
な
り
。
今
は
謗
法
な
り
」
と
あ
る
は
、
聖
愚
間
答
砂
の
右
の
御
文
と
同
意
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
即
ち
順
縁
に
対
し
て
は
、
末
法
と
雖
も
摂
受
を
行
ず
る
証
左
で
あ
る
。
即
ち
日
蓮
大
聖
人
が
順
縁
た
る
御
門
下
に
示
さ
れ
た

摂
受
は
こ
れ
で
あ
る
。
例
せ
ば
、
最
蓮
房
に
病
弱
の
故
の
山
籠
り
を
許
さ
れ

（縮
九
十
五
）、
・又
太
田
氏
が
五
十
七
才
の
厄
年
の
瑚
、
至
門

性
経
の
五
行
生
剋
の
説
に
よ
っ
て
慰
安
せ
ら
れ

（縮
一
七
二
〇
）、
而
し
て

「予
が
法
門
は
四
悉
檀
を
心
に
か
け
て
申
す
な
れ
ば
、　
強
ち
に

成
仏
の
理
に
違
わ
ざ
れ
ば
且
く
世
間
普
通
の
義
を
用
ゆ
べ
き
欺
」
と
仰
せ
ら
れ
て
い
る
。

但
し
如
何
に
順
縁
に
対
す
る
摂
受
と
雖
も
決
し
て
全
面
的
な
随
他
意
の
摂
受
で
は
な
い
。
飽
ま
で
随
自
意
を
失
わ
ぬ
摂
受
で
あ
る
。
即

ち

「
強
ち
に
成
仏
の
理
に
違
わ
ざ
れ
ば
」
と
云
う
前
提
の
下
に

「
且
く
世
間
普
通
の
義
を
用
ゆ
べ
き
欺
」
と
の
摂
受
で
あ
る
。

「
成
仏
の

理
」
と
は
、
本
門
の
教
法
で
あ
り
、
大
聖
人
の
御
本
意
で
あ
る
。
故
に
日
蓮
大
聖
人
の
摂
受
は
、　
一
往
随
他
応
同
す
と
も
、
そ
れ
は
法
華
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信
心
調
養
の
手
段
で
あ
る
。
随
っ
て
行
相
は
摂
受
に
し
て
本
質
は
折
伏
で
あ
る
。
所
謂
折
伏
が
家
の
摂
受
で
あ
る
。

随
っ
て
又
、
順
縁
と
雖
も

「
成
仏
の
理
に
違
う
」
場
合
は
仮
借
な
く
折
伏
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば

「
法
門
可
申
抄
」
の
三
位
房
に

対
す
る
御
厳
誠

（縮
六
一一四
）
の
如
き
、
あ
る
い
は

「新
尼
御
前
御
返
事
」
に
於
け
る
恩
あ
る
領
家
の
大
尼
な
が
ら
そ
の
信
心
退
転
の
故
に

本
尊
の
授
与
を
拒
絶

（縮
一
〇
九
一こ

せ
ら
れ
た
る
が
如
き
そ
の
一
例
で
あ
る
。

聖
愚
間
答
妙
の
摂
受
も
亦
同
様
で
あ
る
。　
一
国
同
帰
を
条
件
と
す
る
摂
受
の
故
に
一
人
と
雖
も
不
信
謗
者
あ
れ
ば
直
に
折
伏
が
発
動
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。

三
、
開
目
紗
の
摂
折

本
文
に
云
く

「
無
智
悪
人
の
国
土
に
充
満
の
時
は
摂
受
を
前
と
す
。
安
楽
行
品
の
如
し
。
邪
智
謗
法
の
者
の
多
き
時
は
折
伏
を
前
と
す
。

常
不
軽
品
の
如
し
…
…
末
法
に
摂
受
折
伏
あ
る
べ
し
。
所
謂
悪
国
、
破
法
の
両
国
あ
る
べ
き
故
な
り
」
（縮
八
二
こ

と
。

当
抄
に
於
て
末
法
に
摂
受
を
立
つ
る
所
以
は

「
無
智
悪
人
の
悪
国
」
あ
る
故
で
あ
る
。

「
無
智
悪
人
の
悪
国
」
と
は
、
邪
智
謗
法
の
破
法
国
の
対
で
あ
る
。
破
法
国
と
は
法
華
本
門
毀
謗
の
国
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
悪
国

は
、
法
華
本
門
未
謗
の
国
で
あ
る
。
こ
の
未
謗
に
は
、
法
華
を
未
だ
識
ら
ぬ
国
が
あ
り
、
識
っ
て
も
未
だ
関
心
を
示
さ
ぬ
国
が
あ
る
。
共

に
法
華
の
信
智
が
無
い
“
か
か
る
国
は
末
法
五
濁
の
人
間
智
の
み
盛
に
し
て
無
佛
智
の
悪
国
に
堕
す
る
の
で
あ
る
。
故
に

「
無
智
悪
人
の

悪
国
」
と
は
末
法
濁
悪
の
時
代
相
に
約
す
る
呼
称
で
あ
る
。

か
く
の
如
き
無
智
悪
国
の
機
は
、
未
だ
法
華
の
教
法
を
盗
ん
で
権
実
雑
乱
せ
し
む
る
謗
法
の
邪
智
を
持
た
ぬ
故
に
漸
々
に
こ
れ
を
教
化

擁
導
し
て
法
華
本
門
の
信
心
に
入
ら
し
む
る
の
で
あ
る
。
即
ち
邪
智
破
法
の
国
に
は
折
伏
の
行
法
を
と
る
に
対
し
、
無
智
悪
国
に
は
末
法
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と
雖
も
摂
受
の
行
軌
に
則
る
の
で
あ
る
。
故
に
当
砂
の
摂
受
は
折
伏
以
前
の
摂
受
で
あ
る
。

然
し
末
法
は
本
未
有
善
の
機
類
に
し
て
、
愚
悪
逆
縁
の
凡
夫
で
あ
る
。
随
っ
て
法
華
本
門
の
下
種
益
に
会
う
時
は
、
大
概
必
然
的
に
逆

謗
破
法
の
三
類
と
な
る
こ
と
勧
持
品
二
十
行
の
侶
文
の
如
く
で
あ
る
。
不
軽
軽
毀
の
衆
も
亦
そ
の
先
証
で
あ
る
。
故
に
当
り
の
摂
受
は
や

が
て
折
伏
に
移
行
せ
ぎ
る
を
得
な
い
前
哺
的
摂
受
で
あ
る
。

四
、
本
尊
紗

の
摂
折

本
文
に
云
く

「此
の
四
菩
薩
折
伏
を
現
ず
る
時
は
、
賢
王
と
な
っ
て
愚
王
を
誠
責
し
、
摂
受
を
行
ず
る
時
は
僧
と
な
っ
て
正
法
を
弘
持

す
」
（縮
九
四
八
）
と
。

こ
の
四
菩
薩
と
は
勿
論
本
化
の
菩
薩
に
し
て
、
こ
の
菩
薩
の
出
現
の
時
は
末
法
で
あ
る
。
故
に
当
り
の
こ
の
摂
受
も
亦
末
法
に
於
け
る

摂
受
で
あ
る
。
聖
愚
問
答
り
に
云
く

「
只
だ
折
伏
を
行
じ
て
力
あ
ら
ば
威
勢
を
以
て
謗
法
を
く
だ
き
、
又
法
門
を
以
て
も
邪
義
を
責
め
よ

と
な
り
」
（縮
五
七
四
）
と
。

勝
重
経
義
疏
に
云
く

「力
に
二
種
あ
り
。　
一
に
は
勢
力
、
二
に
は
道
力
な
り
」
と
。

威
勢
は
勢
力
を
発
し
、
法
門
は
道
力
を
生
ず
。
威
勢
と
は
国
権
で
あ
り
、
勢
力
と
は
強
制
力
、
統
御
力
で
あ
る
。
法
門
と
は
法
華
本
門

の
教
法
で
あ
り
、
道
力
と
は
宗
教
的
醇
化
救
済
の
力
で
あ
る
。
前
者
は
折
伏
的
で
あ
り
、
後
者
は
摂
受
的
で
あ
る
。

こ
れ
を
本
尊
り
の
上
行
菩
薩
の
摂
折
に
配
当
す
れ
ば
、
前
者
は
賢
王
の
相
で
あ
り
、
後
者
は
僧
の
相
で
あ
る
。

「賢
王
」
と
は
自
か
ら

を
始
め

一
国
同
帰
せ
る
国
家
主
権
者
の
謂
で
あ
る
。

「
愚
王
」
と
は
賢
王
の
対
に
し
て
、
こ
れ
に
三
類
を
分
つ
こ
と
が
出
来
る
。
即
ち
法

華
未
識
と
未
謗
と
毀
謗
の
国
家
主
権
者
で
あ
る
。

「
僧
」
と
は
勿
論
末
法
唱
導
師
た
る
名
字
の
凡
師
で
あ
る
。
こ
の

「賢
王
」
と

「
僧
」

本
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に
於
て
、
す
で
に
そ
の
御
出
現
を
仰
ぎ
得
た
の
は
、
た
だ
摂
受
の
一
面
た
る
僧
の
み
に
し
て
、
折
伏
の

一
面
た
る
賢
王
は
未
だ
そ
の
出
現

を
見
な
い
。
そ
の
僧
と
は
即
ち
日
蓮
大
聖
人
そ
の
人
で
あ
る
。

で
は
日
蓮
大
聖
人
に
よ
っ
て
行
じ
ら
れ
た
本
尊
砂
の
本
化
の
摂
受
と
は
如
何
な
る
摂
受
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
摂
受
は
、
前
記
の
聖
愚
問
答
り
や
開
目
砂
に
於
け
る
末
法
の
摂
受
と
は
全
く
そ
の
本
質
を
異
に
す
る
の
で
あ
る
。
即
ち
聖
愚
間
答

抄
や
開
目
抄
の
摂
受
は
、
前
述
の
如
ぐ
前
者
は
一
国
同
帰
の
故
に
、
後
者
は
未
弘
未
謗
の
故
の
摂
受
で
あ
っ
た
。
即
ち
客
観
的
条
件
に
よ

る
化
儀
行
相
と
し
て
の
摂
受
で
あ
っ
た
。
然
る
に
本
尊
り
の
こ
の
摂
受
は
何
等
の
客
観
的
条
件
も
附
記
さ
れ
て
い
な
い
。
但
だ
本
化
上
行

菩
薩
が
僧
と
し
て
自
主
的
に
行
じ
給
う
摂
受
に
し
て
、
即
ち
主
観
的
摂
受
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
上
行
菩
薩
の
無
縁
の
大
慈
悲
に
名
づ
く

る
特
異
の
摂
受
で
あ
っ
て
、
惣
名
妙
法
蓮
華
経
の
方
法
惣
摂
と
万
法
開
顕
の
経
力
が
、
上
行
菩
薩
の
要
法
絶
対
の
信
心
と
冥
合
し
て
万
法

に
対
す
る
偉
大
な
る
摂
容
開
顕
の
慈
悲
恩
徳
と
な
っ
て
活
現
さ
れ
た
摂
取
不
捨
の
救
護
を
云
う
の
で
あ
る
。
故
に
こ
の
上
行
菩
薩
の
摂
受

は
、
善
悪
不
二
、
邪
正

一
如
、
怨
親
平
等
に
し
て
、　
一
切
を
浄
化
救
済
し
尽
さ
ず
ん
ば
息
ま
ぬ
絶
対
的
な
慈
悲
行
で
あ
る
。
こ
の
摂
受
を

化
儀
の
摂
受
や
、
爾
前
述
門
の
法
体
摂
受
と
簡
ぶ
た
め
に
、
今
私
に
名
づ
く
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
仮
に

「絶
対
摂
受
」
と
称
ぶ
こ

と
に
す
る
。

上
行
菩
薩
が
末
法
今
時
御
出
現
せ
ら
れ
る
に
当
り
何
故
に
威
勢
、
勢
力
を
以
て
強
力
な
折
伏
を
行
ず
る
賢
王
の
相
を
と
ら
ず
、
法
門
、

道
力
を
以
て
忍
難
弘
経
す
る
困
難
な
僧
の
摂
受
を
撰
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
に
二
箇
の
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
一
は
上
行
菩
薩
は
大
悲
門
の
菩
薩
だ
か
ら
で
あ
る
。
四
帖
抄
第

一
に
云
く

「本
門
は
釈
尊

上
行
の
慈
悲
甚
深
に
し
て
法
界
の
悪
人
を
し
て
化
し
尽
し
て
涅
槃
に
入
ら
し
む
べ
し
と
誓
願
す
る
故
に
衆
生
尽
き
ず
。
釈
尊
の
成
道
も
久

遠
な
り
。
上
行
菩
薩
も
娑
婆
滅
後
の
悪
人
を
化
し
尽
し
て
正
覚
を
成
ぜ
し
む
べ
し
と
誓
い
給
う
故
に
久
遠
よ
り
己
来
妙
覚
に
至
ら
ず
久
し
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く
菩
薩
界
に
居
し
て
娑
婆
を
離
れ
ず
、
娑
婆
久
住
の
本
主
と
成
り
て
尽
生
界
の
願
を
起
し
て
大
悲
門
の
菩
薩
と
な
り
三
世
に
不
軽
行
を
示

し
た
も
う
。
不
軽
は
是
れ
大
悲
閏
提
の
菩
薩
な
り
。
故
に
自
行
を
目
に
懸
け
ず
、
先
づ
軽
毀
謗
者
を
化
し
て
命
終
に
臨
む
時
、
化
の
功
本

に
帰
し
六
根
の
位
に
叶
う
と
当
時
の
日
蓮
宗
又
以
て
此
の
如
し
」

（
〓
こ
　
と
。
こ
の
大
慈
悲
の
故
に
賢
王
の
折
伏
を
と
ら
ず
し
て
教
弥

実
位
弥
下
、
摂
取
不
捨
の
絶
対
摂
受
を
行
ず
る
僧
の
身
を
現
じ
給
う
の
で
あ
る
。

な
お
そ
の
二
は
、
末
法
愚
悪
の
劣
機
を
救
う
た
め
に
は
威
勢
勢
力
の
強
圧
な
行
間
の
折
伏
の
み
で
は
真
実
の
救
済
と
な
ら
な
い
。
法
華

本
門
の
折
伏
行
の
徹
底
は
、
む
し
ろ
絶
対
摂
受
の
奉
行
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
何
故
な
ら
ば
如
何
に
国
権
を
以
て
し
て
も
そ
の
強
制
力
は

所
詮
圧
伏
に
し
て
心
伏
で
は
な
い
。
魂
の
底
ま
で
衆
生
を
浄
化
し
救
護
す
る
所
の
邪
悪
に
対
す
る
徹
底
的
折
伏
に
は
、
絶
対
摂
受
た
る
摂

取
不
捨
の
宗
教
的
淳
化
に
ま
た
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
如
き
無
縁
の
大
悲
に
よ
っ
て
上
行
菩
薩
は
示
同
凡
夫
の
凡
僧
日
蓮
と
現
じ
給
う
た
。

左
に
そ
の
上
行
再
来
た
る
日
蓮
大
聖
人
の
摂
取
不
捨
の
梵
音
に
ふ
れ
、慈
光
に
浴
し
て
絶
対
摂
受
の
実
証
を
仰
が
ん
と
す
る
。祖
書
に
云
く

「悪
心
悪
法
と
云
う
て
捨
つ
べ
き
物
之
無
、
善
心
善
法
と
云
う
て
取
る
べ
き
も
の
之
れ
無
し
。
故
に
今
の
経
に
は
此
の
理
を
説
き
顕
す

が
故
に
妙
法
蓮
華
経
と
は
題
す
る
な
り
」
（縮
二
三
Ｃ

「問
う
て
云
く

一
文
不
通
の
愚
人
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
え
て
何
の
益
が
有
ん
や
。
答
う
文
盲
に
し
て
一
字
を
覚
悟
せ
ざ
る
人
も
信
を

い
た
し
て
唱
え
た
て
ま
つ
れ
ば
身
口
意
の
三
業
の
中
に
は
先
づ
口
業
の
功
徳
を
成
就
せ
り
。
若
し
功
徳
成
就
す
れ
ば
仏
の
種
子
を
胸
の

中
に
収
て
必
ず
出
離
の
人
と
成
る
也
。
此
の
経
の
諸
経
に
超
過
す
る
こ
と
は
誹
謗
す
ら
尚
逆
縁
と
説
く
不
軽
軽
毀
の
衆
是
也
。
何
に
況

や
信
心
を
致
し
順
縁
の
人
を
や
」
（縮
二
一
七
）

「善
悪
不
二
の
南
無
妙
法
蓮
華
経
な
れ
ば
悪
人
も
必
ず
成
仏
す
、
邪
正

一
如
の
南
無
妙
法
蓮
華
経
な
れ
ば
邪
見
弥
々
た
の
み
あ
り
、
皆
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成
仏
道
の
南
無
妙
法
蓮
華
経
な
れ
ば
十
界
平
等
に
利
益
す
」

か
く
の
如
く
善
悪
邪
正
の
一
切
を
抱
い
て
捨
て
ぬ
妙
法
蓮
華
経
は
即
本
化
上
行
日
蓮
大
士
の
御
魂
で
あ
る
。
そ
し
て
大
聖
人
の
御
身
の

上
に
赫
々
と
し
て
活
現
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
竜
口
御
法
難
に
際
し
松
葉
谷
に
於
け
る
少
輔
房
の
杖
を
法
華
行
者
の
経
証
と
仰
ぎ
、
三

類
の
敵
人
に
対
し
て

「怨
を
為
す
念
仏
者
禅
宗
真
言
師
ら
も
並
び
に
国
主
等
を
も
扶
け
ん
が
為
に
こ
そ
申
せ
、
彼
の
怨
を
な
す
は
弥
々
不

便
に
こ
そ
候

へ
」
（縮
〓
一八
一０

「
悪
人
無
く
し
て
菩
薩
に
留
難
を
な
さ
ず
ば
争
か
功
徳
を
増
長
せ
し
め
候
べ
き
」
（縮
四
二
こ

「
今
に
ひ

る
が
え
る
な
く
そ
の
上
又
遺
恨
無
し
。
諸
の
悪
人
は
又
善
知
識
な
り
」
（縮
杢
三
Ｃ

「
さ
れ
ば
此
ザ
ン
言
の
人
国
主
こ
そ
我
が
身
に
は
恩

深
き
人
に
は
お
わ
し
ま
し
候
ら
め
」
（縮
四
二
こ

と
仰
せ
ら
れ
、
な
お

「
日
蓮
等
の
類
の
修
行
は
、
妙
法
蓮
華
経
を
修
行
す
る
に
難
来
る

を
以
て
安
楽
と
意
得
べ
し
」
（御
義
日
伝
）
と
申
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
法
難
の
摂
受
で
あ
る
。

こ
の
摂
受
は
更
に
進
ん
で
人
生
の
逆
境
摂
受
と
な
る
。　
コ

切
衆
生
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
う
る
よ
り
外
の
遊
楽
な
き
な
り
…
…
唯
だ

世
間
の
留
難
来
る
と
も
取
り
合

へ
給
う
べ
か
ら
ず
賢
人
聖
人
も
此
の
事
は
の
が
れ
ず
。
た
だ
女
房
と
酒
う
ち
飲
み
て
南
無
妙
法
蓮
華
経
と

唱
え
給
え
。
苦
を
ば
苦
と
悟
り
、
楽
を
ば
楽
と
開
き
、
苦
楽
共
に
思
い
合
せ
て
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
う
ち
唱
え
居
さ
せ
給
え
。
こ
れ
豊
自

受
法
楽
に
あ
ら
ず
や
。
い
よ
′
ヽ

強
盛
の
信
力
を
い
だ
し
給
え
。
（縮
一
四
四
こ

と
。
四
条
氏

へ
の
こ
の
御
垂
訓
は
同
時
に
大
聖
人
の
御
信
念
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

以
上
に
よ
っ
て
知
ら
る
る
如
く
本
化
上
行
の
僧
と
し
て
の
摂
受
は
、
随
他
意
の
摂
受
で
も
な
く
、
或
は
被
政
者
の
如
く
権
力
を
有
せ
ざ

る
為
め

「
王
地
に
生
れ
た
れ
ば
身
は
随
え
ら
る
る
と
も
心
は
随
え
ら
れ
じ
」

（縮
〓
一四
こ

と
の
忍
難
弘
経
の
消
極
的
な
化
儀
を
云
う
の

で
も
な
い
。
善
悪
邪
正
怨
親
平
等
に

「
摂
取
容
受
」
し
て
、
浄
化
し
、
功
徳
化
す
る
摂
取
不
捨
の
抱
容
力
で
あ
る
。

但
し
、
以
上
の

「賢
王
」
と

「
僧
」
の
摂
折
を
通
途
に
解
す
れ
ば
左
表
の
通
り
で
あ
る
。
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薩

賢
イ曽

王

ゝ
摂 折 摂 折

受 伏 受 伏

上

行

菩

化
儀
―
―
行
相
門

化
法
―
―
法
体
門

然
し
本
尊
り
の
上
行
菩
薩
の
摂
受
を
、
し
か
く

「行
相
門
化
儀
の
摂
受
」
と
の
み
軽
く
看
過
す
る
に
忍
び
ず
、
以
上
の

「
絶
対
摂
受
」

の
義
を
以
て

「
日
蓮
当
身
の
大
事
」
た
る
本
尊
り
の
意
に
か
な
い
奉
ら
ん
と
つ
と
め
た
の
で
あ
る
。

転
重
軽
受
法
門
の
摂
折

当
り
に
於
て

「善
国
摂
受
、　
悪
国
折
伏
」
の
問
題

（縮
六
九
一こ

が
あ
る
が
、　
御
文
に
明
か
な
る
が
如
く
そ
れ
は
正
像
に
於
け
る
付
法

蔵
の
聖
人
等
の
問
題
で
あ
っ
て
末
法
今
時
に
は
無
関
係
で
あ
る
。
依
っ
て
当
抄
の
摂
折
問
題
は
取
り
立
て
て
論
ず
る
に
は
及
ば
な
い
。
但

し
正
像
に
於
け
る
折
伏
は
法
体
門
の
折
伏
で
は
な
く
、
単
な
る
行
相
門
化
儀
の
折
伏
で
あ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。

二（
、　
ホＴ

結

以
上
が
祖
書
に
於
け
る
摂
折
の
大
要
で
あ
る
。

但
し
日
蓮
大
聖
人
に
摂
折
あ
り
と
雖
も
、
そ
れ
は
決
し
て
摂
折
雑
乱
に
非
ざ
る
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
若
し
大
聖
人
に
於
て
摂

折
択

一
し
て
正
意
を
定
む
る
時
は
、
折
伏
の
一
行
に
帰
す
る
こ
と
は
無
論
で
あ
る
。

殊
に
末
法
は

「
そ
の
師
を
尋
ぬ
れ
ば
凡
師
な
り
」

（縮
九
六
一Ｃ

と
あ
る
如
く
、
日
蓮
大
聖
人
の
御
義
を
取
り
次
ぐ
吾
等
と
雖
も
所
詮
無
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智
の
凡
夫
に
過
ぎ
ぬ
。
そ
の
吾
等
が
弘
経
に
当
る
場
合
は
、
法
華
の
折
伏

一
行
に
住
す
る
の
が
咎
無
き
安
全
の
道
で
あ
る
。
故
に
法
華
題

目
砂
に
は

「末
代
の
師
は
多
く
機
を
知
ら
ず
。
機
を
知
ら
ざ
ら
ん
に
は
強
て
但
だ
実
経
を
説
く
べ
き
欺
…
…
機
を
も
知
ら
ぎ
れ
ば
大
を
説

く
に
咎
な
し
」
（縮
三
四
五
）
と
御
指
南
遊
ば
さ
れ
、
且
つ
御

一
門
よ
り
起
れ
る
大
聖
人
の
強
折
に
対
す
る
疑
難
を
痛
破

（縮
杢
一一四
）
せ
ら

れ
た
。
な
お
撲
時
り
に
は

「
不
軽
菩
薩
は
誹
謗
の
四
衆
に
向
っ
て
い
か
に
法
華
経
を
ば
弘
通
せ
さ
せ
給
い
し
ぞ
。
さ
れ
ば
機
に
随
っ
て
法

を
説
く
と
申
す
は
大
な
る
僻
見
な
り
」
（縮
〓
一〇
七
）
と
決
釈
せ
ら
れ
て
い
る
。

か
く
の
如
き
は
大
聖
人
の
折
伏
が
化
儀
の
み
に
非
ず
し
て
、
そ
の
根
底
に
法
体
折
伏
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
弘
経
抄
に
云
く

「通
途
に

は
摂
受
折
伏
と
は
化
儀
ば
か
り
と
思
え
り
。
然
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
化
儀
化
法
に
亘
る
べ
き
な
り
。
化
儀
の
摂
折
両
門
は
通
途
の
如
し
。

化
法
の
摂
折
は
法
体
に
蒙
ら
し
む
べ
し
。
此
の
摂
折
に
於
て
相
望
不
同
な
り
。
今
述
門
を
以
て
摂
受
と
な
し
、
本
門
を
以
て
折
伏
と
な
す
」

（隆
全
十
一
ノ
一ハ
七
）
と
。
こ
の
本
門
の
法
体
折
伏
が
日
蓮
大
聖
人
の
折
伏
の
本
質
に
し
て
、
次
の
一
項
は
そ
の
大
要
で
あ
る
。

本
化
の
教
相
と
折
伏

本
化
の
教
相
と
は
日
蓮
大
聖
人
の
教
義
で
あ
る
。
そ
れ
は
三
秘
五
綱
に
総
括
さ
れ
る
。
こ
の
三
秘
五
綱
は
本
門
の
要
法
南
無
妙
法
蓮
華

経
の
功
能
大
権
の
発
作
で
あ
る
。
即
ち
一
秘
の
要
法
発
し
て
宗
旨
三
秘
の
功
能
と
な
り
、
要
法
の
大
権
発
し
て
宗
教
五
綱
を
開
き
、
三
世

十
方
微
塵
の
仏
教
を
判
釈
成
敗
し
、
要
法
の
一
秘
に
惣
持
惣
摂
す
る
の
で
あ
る
。
今
は
そ
の
条
項
を
追
っ
て
釈
義
す
る
の
が
目
的
で
は
な

い
。
要
は
大
聖
人
の
法
体
折
伏
を
求
め
る
に
あ
る
。
故
に
一
挙
に
本
化
教
相
の
核
心
に
ふ
れ
て
そ
の
概
説
を
試
み
る
次
第
で
あ
る
。

富
木
砂
に
云
く

「
日
蓮
が
法
門
は
第
二
の
法
門
な
り
」
（縮
三
ハ
四
八
）
と
。
「第
二
の
法
門
」
と
は
種
脱
相
待
の
意
で
あ
る
。
而
し
て
そ

の
談
場
を
本
尊
り
の
五
重
三
段
中
、
第
二
法
門
に
該
当
す
る
法
界
三
段
と
す
る
。
何
故
な
れ
ば
本
尊
抄
は
、
末
法
下
種
要
法
の
本
尊
が
開
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顕
せ
ら
れ
、
五
百
篇
に
な
ん
な
ん
と
す
る
祖
書
の
最
高
、
根
本
、
中
心
の
重
要
な
地
位
を
占
め
る
能
判
の
御
書
に
し
て
、
そ
の
副
状
に
は

「
日
蓮
当
身
の
大
事
」
と
云
い

「
一
見
を
ふ
る
の
末
輩
師
弟
共
に
霊
山
浄
上
に
詣
で
て
三
仏
の
顔
貌
を
拝
見
し
た
て
ま
つ
ら
ん
」
と
ま
で

仰
せ
ら
れ
た
御
書
だ
か
ら
で
あ
る
。

以
下
本
尊
砂
の
法
界
三
段
の
大
要
を
述
べ
れ
ば
、
五
重
三
段
の
中
前
四
重
三
段
は
、
釈
尊

一
代
仏
教
を
漸
々
に
判
釈
し
て
そ
の
所
詮
を

判
定
し
、
畢
寛
寿
量

一
品
二
半
の
脱
益
に
帰
す
る
こ
と
を
詮
顕
し
た
の
で
あ
る
。
（縮
九
四
〇
）
故
に
門
祖
聖
人
の
本
尊
砂
の
当
文
の
御
科

文
に
云
く

「
且
く
在
世

一
代
諸
教
に
約
し
て
通
惣
し
て
三
段
を
明
す
。
正
意
は
本
門

一
品
二
半
の
正
宗
を
顕
さ
ん
が
為
な
り
」
と
。

然
し
こ
の
正
宗
脱
益
は
、
そ
の
教
主
は
久
遠
実
成
と
雖
も
畢
党
理
久
遠
に
し
て
、
そ
の
教
法
は
述
中
実
相
理
具
三
千
に
止
ま
り
、
未
だ

過
去
久
遠
の
下
種
を
知
ら
ず
。
故
に
在
世
当
分
の
述
脱
に
し
て
未
だ
真
脱
で
は
な
い
。
随
っ
て
弘
教
の
至
極
で
は
な
い
。
故
に

「
一
品
二

半
よ
り
外
は
小
乗
教
邪
教
未
得
道
教
覆
相
教
と
名
く
…
…
爾
前
述
門
の
円
教
す
ら
尚
仏
因
に
非
ず
…
…
設
い
法
は
甚
深
と
称
す
と
も
未
だ

種
熟
脱
を
論
ぜ
ず
還
っ
て
灰
断
に
同
じ
、
化
の
始
終
無
し
と
は
是
也
」
（縮
九
四
一じ

と
、
三
世
十
方
を
貫
く
沐
仏
化
益
の
根
本
義
た
る
三

世
益
物
に
立
脚
し
て
こ
の
述
脱
を
打
ち
破
り
、
而
し
て
大
通
中
間
今
日
前
四
味
法
華
述
本
涅
槃
経
等
の
三
世
十
方
の
述
中
熟
脱
の
仏
教
を

序
分
と
し
、
久
遠
下
種
の
仏
種
子
を
説
い
た
本
門
八
品
体
内
の
寿
量

一
品
二
半
を
正
宗
と
な
し
、
序
分
の
述
中

一
切
仏
法
の
利
益
を
総
て

久
遠
下
種
の
仏
種
子
た
る

一
品
二
半
の
得
分
で
あ
る
こ
と
を
顕
し
、
而
し
て

「本
門
は
序
正
流
通
共
に
末
法
の
始
め
を
以
て
詮
と
な
す
」

（縮
九
四
一し

と
、
本
門
八
品
の
経
意
を
述
べ
、
な
お
次
下
に

「在
世
の
本
門
と
末
法
の
初
は

一
同
に
純
円
な
り
。
但
し
彼
は
脱
、
此
は
種
、

彼
は

一
品
二
半
、
此
は
但
題
目
の
五
字
な
り
」
と
、
末
法
下
種
の
要
法
と
彼
の
久
遠
下
種
の
仏
種
子
に
し
て
在
世
本
門
脱
益
の
法
体
と
を

比
較
し
、
以
脱
還
種
し
て
彼
の
一
品
二
半
を
此
の
八
品
の
要
法
た
る
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
題
目
に
摂
し
て
上
行
菩
薩
に
付
属
し
末
法
下
種

と
な
す
こ
と
を
明
さ
れ
た
。
即
ち
云
く

「末
法
の
始
め
は
謗
法
の
国
に
し
て
悪
機
な
る
故
に
」
（縮
九
里
じ

「此
の
時
地
涌
の
菩
薩
始
め
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て
世
に
出
現
し
、
但
だ
妙
法
蓮
華
経
の
五
字
を
以
て
幼
稚
に
服
せ
し
む
」
（縮
九
四
七
）
と
。

「幼
稚
に
服
せ
し
む
」
と
は
経
力
信
心
成
仏

で
あ
る
。
又
云
く

「
因
謗
堕
悪
必
因
得
益
」
と
。
こ
れ
経
力
逆
縁
成
仏
で
あ
る
。
而
し
て
本
砂

一
部
の
結
文
に
云
く

「
一
念
三
千
を
識
ら

ぎ
る
者
に
は
仏
大
慈
悲
を
起
し
五
字
の
内
に
此
珠
を
つ
つ
み
末
代
幼
稚
の
頸
に
懸
さ
し
め
た
も
う
」
（縮
九
四
九
）
と
。
門
祖
の
当
文
の
御

科
文
に
云
く

「
別
体
理
具
三
千
の
智
者
の
解
行
を
以
て
南
無
妙
法
蓮
華
経
に
摂
し
て
、
末
法
悪
人
下
種
の
正
行
と
為
す
」
と
。
こ
の
末
法

下
種
の
本
門
流
通
こ
そ
本
仏
の
本
懐
に
し
て
本
門
八
品
の
教
相
た
る
法
界
三
段
の
詮
要
で
あ
る
。

こ
の
法
界
三
段
に
よ
っ
て
知
ら
る
る
如
く
日
蓮
大
聖
人
の
宗
旨
の
法
体
た
る
末
法
下
種
の
要
法
は
、
三
世
十
法
微
塵
の
仏
法
の
大
本
に

し
て
全
仏
教
を
成
敗
し
統
摂
す
る
生
殺
与
奪
の
大
権
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
実
に
下
種
益
の
有
無
は
仏
教
の
究
極
の
虚
実
を
決
定
す
る
根

本
問
題
で
あ
る
。
何
故
な
れ
ば
熟
脱
の
根
元
は
下
種
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
随
っ
て
述
中
熟
脱

一
切
仏
法
の
利
益
は
、
下
種
の
仏
法
た
る

本
門
の
要
法
の
得
分
に
帰
す
る
の
で
あ
る
。
本
尊
砂
に
云
く

「
設
い
法
は
甚
深
と
称
す
と
も
未
だ
種
熟
脱
を
論
ぜ
ず
。
還
っ
て
灰
断
に
同

ず
。
化
の
始
終
無
し
と
は
是
な
り
」
と
。
開
目
り
に
云
く

「
種
を
知
ら
ぎ
る
脱
な
れ
ば
趙
高
が
位
に
の
ぼ
り
、
道
鏡
が
王
位
に
居
せ
ん
と

せ
し
が
如
し
」
（縮
七
九
一こ

と
。
秋
元
砂
に
云
く

「
世
間
の
学
匠
は
法
華
に
余
行
を
雑
え
て
苦
し
か
ら
ず
と
思
え
り
。
日
蓮
も
さ
こ
そ
思

い
候
え
ど
も
経
文
は
然
ら
ず
。
警
え
ば
后
の
大
王
の
種
子
を
妊
め
る
が
又
民
と
と
つ
げ
ば
、
三
種
と
民
種
と
雑
り
て
天
の
加
護
と
氏
神
の

守
護
と
に
捨
て
ら
れ
て
、
そ
の
国
破
る
る
縁
と
な
る
父
二
人
出
来
せ
ば
王
に
あ
ら
ず
、
民
に
あ
ら
ず
、
人
非
人
な
り
。
法
華
経
の
大
事
と

申
す
は
是
也
。
種
熟
脱
の
法
門
は
法
華
経
の
肝
心
な
り
。
三
世
十
方
の
仏
は
必
ず
妙
法
蓮
華
経
を
種
子
と
し
て
仏
に
成
り
給
え
り
。
南
無

阿
弥
陀
仏
は
仏
種
に
あ
ら
ず
。
能
々
此
の
事
を
習
い
給
う
べ
し
」
（縮
一
九
二
〇
）
と
。

弘
経
抄
に
云
く

「
高
祖
師
曰
く
日
蓮
が
法
門
は
第

二
の
法
門
な
り
と
云
え
り
。
此
の
第
二
の
法
門
と
云
う
は
顕
本
為
事
円
と
云
っ
て
事
妙
本
述
を
以
て
事
妙
下
種
を
顕
わ
す
。
故
に
常
恒
に

過
去
常
下
種
の
頂
上
に
立
ち
て
中
間
今
日
を
見
下
し
て
成
敗
を
成
す
。
故
に
破
療
折
伏
を
以
て
神
と
為
す
な
り
。
故
に
今
日
一
代
諸
経
の
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華
厳
真
言
念
仏
等
を
破
す
る
の
み
な
ら
ず

一
経
の
内
の
述
門
ま
で
も
小
乗
教
邪
見
無
得
道
教
と
折
伏
す
る
な
り
○
権
述
を
慶
し
て
本
門
を

立
て
、
永
異
諸
経
と
之
を
弘
む
る
は
是
れ
皆
法
体
折
伏
の
相
な
り
○
末
法
は
是
れ
下
種
の
時
国
な
り
。
下
種
の
時
分
に
下
種
を
成
ず
る
に

本
門
八
品
上
行
要
付
の
種
子
無
上
の
経
を
経
て
所
依
の
経
と
為
し
て
下
種
観
心
を
成
す
べ
き
な
り
」

（隆
全
一
ノ
七
七
）
と
。
私
新
抄
に
云

く

「題
日
は
一
切
衆
生
の
最
初
発
心
の
下
種
な
り
○
働
て
三
世
益
物

一
切
衆
生
の
下
種
を
尋
ね
る
時
、
過
去
久
遠
の
妙
法
に
有
り
と
云
う

時
、
爾
前
述
門
の
脱
益
自
ら
破
慶
せ
ら
る
。
是
れ
折
伏
の
教
相
顕
本
為
事
円
の
判
教
也
。
本
門
既
に
万
法
の
本
地
諸
経
の
大
綱
也
。
本
門

絶
対

一
妙
の
題
目
体
内
の
権
実
を
以
て

一
代
聖
教
を
分
別
し
、
体
内
の
四
十
余
年
未
顕
真
実
の
権
教
権
門
を
捨
て
て
、
体
内
真
実
の
唯
有

一
仏
乗
の
南
無
妙
法
蓮
華
経
ば
か
り

一
切
衆
生
成
仏
の
直
道
也
と
信
知
し
て
体
内
の
権
教
に
執
着
す
る
は
謗
法
也
と
解
了
す
る
を
末
代
法

体
折
伏
修
行
の
人
と
は
云
う
也
」
（全
書
一一フ
三
一
人
）と
。
又
弘
経
抄
に
云
く

「
本
門
の
種
子
無
上
を
以
て
所
依
の
経
と
為
し
て
本
門
日
蓮

宗
を
立
つ
べ
き
な
り
。
働
て

一
切
諸
経
の
中
に
は
本
門
を
以
て
経
王
と
為
し
、
諸
仏
の
中
に
は
久
遠
の
釈
尊
を
以
て
根
本
と
為
し
、　
一
切

の
菩
薩
の
中
に
は
本
地
の
地
涌
を
以
て
尊
貴
と
為
し
、
諸
上
の
中
に
は
本
時
の
娑
婆
を
以
て
本
土
と
為
し
、
万
法
の
中
に
は
本
因
妙
を
以

て
尊
貴
と
為
し
、
諸
位
の
中
に
は
名
字
即
を
以
て
最
尊
と
為
し
、
万
行
の
中
に
は
不
軽
折
伏
の
行
を
以
て
最
上
と
為
し
、
諸
の
難
易
二
行

の
中
に
は
本
門
の
妙
法
蓮
華
経
を
以
て
易
行
の
中
の
易
行
と
為
し
、
諸
宗
の
中
に
は
本
門
日
蓮
宗
を
以
て
最
極
と
為
す
な
り
。
是
れ
即
ち

自
讃
毀
他
に
あ
ら
ず
。
但
だ
是
れ
所
依
の
経
に
依
る
故
な
り
」

（隆
全
一
ノ
八
〇
）
と
。
日
蓮
大
聖
人
御
自
身
、　
一
た
び
こ
の
種
子
無
上
の

大
義
に
立
脚
せ
ら
れ
る
時
は

「爾
前
述
門
の
釈
尊
た
り
と
も
物
の
数
な
ら
ず
」

「
教
主
釈
尊
よ
り
も
大
事
の
日
蓮
」
と
仰
せ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
御
所
持
の
本
門
の
法
体
の
最
尊
な
る
が
故
で
あ
る
。
彼
の
四
ケ
格
言
の
如
き
も
畢
寛
こ
の
立
場
か
ら
の
折
伏
に
し
て
、
あ
ま
つ
さ
え

本
門
弘
経
の
障
碍
を
な
す
が
故
に
法
華
折
伏
の
大
権
を
発
動
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

以
上
が
大
聖
人
の
折
伏
の
本
質
た
る
法
体
折
伏
の
大
要
で
あ
る
。
全
く
大
聖
人
の
折
伏
は
本
門
下
種
の
大
法
に
根
ざ
す
所
の
教
権
に
し

本

化

折

伏

論

概

説
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折

伏

論

概

説

て
、　
私
的
な
感
情
や
意
志
の
所
産
で
は
な
い
。
故
に
大
聖
人
は

「
日
蓮
が
強
義
経
文
に
符
合
せ
り
」
（縮
七
杢

し

「予
此
を
争
わ
ず
、
但

だ
経
文
に
任
か
す
べ
し
」
（縮
七
九
一し
「摂
受
、
折
伏
の
二
義
仏
説
に
依
る
。
敢
え
て
私
曲
に
非
ず
」
（縮
公
二
〇
等
と
仰
せ
ら
れ
て
い
る
。

因
み
に
大
聖
人
の
化
儀
の
摂
受
は
、
以
上
の
如
く
法
体
折
伏
の
故
に
そ
の
本
質
は
折
伏
に
し
て
所
謂
折
伏
が
家
の
摂
受
で
あ
る
。
何
故

な
ら
ば
、
化
儀
は
必
ず
法
体
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
法
体
は
必
ず
化
儀
を
生
ず
る
も
の
に
し
て
、
そ
の
法
体
が
折
伏
を
本
性
と
す
る
か

ら
で
あ
る
。

余

論

一
、
折

伏

態

度

世
間
の
一
部
に
は
大
聖
人
の
折
伏
を
以
て
排
他
主
義
と
か
、
強
言
を
以
て
争
い
を
構
え
る
も
の
で
あ
る
等
と
誤
解
し
、
又
日
蓮
門
下
と

称
し
つ
っ
創
価
学
会
の
如
き
は
こ
れ
を
公
然
と

「闘
争
」
と
い
い

「攻
撃
」
と
称
ん
で
、
人
身
攻
撃
や
虚
偽
詭
弁
を
弄
す
る
弁
論
の
暴
力

や
、
果
て
は
腕
力
沙
汰
を
以
て
折
伏
と
心
得
て
居
る
よ
う
で
あ
る
が
全
く
折
伏
を

冒
漬
す
る
も
甚
だ
し
い
限
り
で
あ
る
。
祖
書
に
云
く

「道
心
あ
ら
ん
人
は
偏
党
を
捨
て
て
自
他
宗
を
争
わ
ず
、　
人
を
あ
な
づ
る
こ
と
な
か
れ
」
（縮
七
九
九
）
で
）れ
を
せ
む
る
は
経
文
の
ご
と

し
。
道
理
に
ま
か
せ
た
り
」

（縮
一一〇
一一一五
）
と
。
門
祖
も
亦
弘
経
抄
に

「本
門
は
法
体
折
伏
な
り
。
此
の
折
伏
と
は
世
間
罪
過
の
折
伏
に

非
ず
。
出
世
深
法
の
上
に
於
て
本
述
虚
実
を
論
ず
る
。
本
の
実
を
以
て
述
の
虚
を
破
療
す
る
な
り
。
是
れ
本
門
の
折
伏
な
り
。
折
伏
は
是

れ
出
世
法
体
の
上
の
防
非
止
悪
な
る
故
に
法
門
の
戒
体
な
り
」

（隆
全
十
一
ノ
一ハ
八
）
と
。
な
お

「智
者
に
我
が
義
破
ぶ
ら
れ
ず
ば
用
い
じ

と
な
り
」
と
の
聖
語
に
徴
し
て
も

「道
理
に
ま
か
せ
」
て
理
非
曲
直
を
匡
だ
さ
ん
と
す
る
公
明
正
大
な
る
大
聖
人
の
折
伏
態
度
が
伺
わ
れ
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る
。
詭
弁
暴
力
を
弄
す
る
な
ど
は
以
て
の
外
で
あ
る
。
た
だ
た
だ
折
伏
に
当
っ
て
堅
固
に
す
べ
き
は
不
軽
行
の
随
自
意
に
し
て
、
所
作
は

益
々
法
師
品
の

「衣
座
室
」
の
三
規
に
徹
し
て
慈
悲
愛
語
を
旨
と
す
べ
き
で
あ
る
。

二
、
折

伏

と

暴

力

人
或
は
撰
時
砂
の
次
の
御
文
を
以
て
大
聖
人
は
自
か
ら
暴
力
行
為
を
是
認
せ
ら
れ
た
り
と
云
う
か
も
知
れ
ぬ
。
そ
の
御
文
に
云
く

「建

長
寺
、
寿
福
寺
、
極
楽
寺
、
大
仏
、
長
楽
寺
等
の
一
切
の
念
仏
者
禅
僧
等
が
寺
落
を
ば
焼
き
は
ら
い
て
、
彼
等
が
頸
を
由
井
ケ
浜
に
て
切

ら
ず
ば
、
日
本
国
亡
ぶ
べ
し
」
（縮
〓
一四
こ

と
。　
一
見
正
し
く
暴
力
主
義
の
如
く
で
あ
る
が
そ
れ
は
皮
相
の
見
に
過
ぎ
ぬ
。
何
故
な
ら

ば
国
家
諌
暁
の
公
式
の
書
た
る
立
正
安
国
論
に
は

「釈
迦
以
前
の
仏
教
は
則
ち
其
の
罪
を
斬
る
と
雖
も
、
能
仁
以
後
の
経
説
は
則
ち
其
の

施
を
止
む
」
（縮
一一一八
九
）
と
。
む
し
ろ
暴
力
を
否
定
せ
ら
れ
て
い
る
。
故
に
右
の
如
き
強
言
は
あ
っ
て
も
そ
の
実
際
行
動
は
大
聖
人
に
も

弟
子
信
徒
の
中
に
も
全
然
無
か
っ
た
。
然
ら
ば
何
の
た
め
の
強
言
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
大
聖
人
の
宿
願
達
成
の
非
常
手
段
で
あ
っ
た
。

そ
の
宿
願
と
は
何
か
。
そ
れ
は
公
場
対
決
と
上
行
体
現
で
あ
る
。
即
ち
祖
書
に
云
く

「
予
存
外
の
法
門
を
申
さ
ば
、
仔
細
を
弁
え
ら
れ
ず

ば
日
本
国
の
御
帰
依
の
僧
等
に
召
合
せ
ら
れ
、
共
に
尚
事
行
か
ず
ば
漢
土
月
氏
ま
で
も
尋
ね
ら
る
べ
し
」
と
。
又
云
く

「
法
華
経
の
故
に

流
罪
に
及
び
ぬ
。
今
度
死
罪
に
行
わ
れ
ぬ
こ
そ
本
意
な
ら
ず
候
え
。
あ
わ
れ
さ
る
こ
と
の
出
来
し
候
え
か
し
と
は
げ
み
候
て
、
方
々
へ
強

言
を
か
き
て
挙
げ
お
き
候
な
り
」
と
。
不
穏
の
強
言
に
よ
っ
て
公
場
に
召
し
出
だ
さ
れ
れ
ば
、
幸
、
諸
宗
と
の
ガ
決
に
持
ち
込
み
、　
一
挙

に
仏
法
の
邪
正
を
決
し
て
一
国
同
帰
を
期
し
得
べ
く
、
然
ら
ざ
れ
ば
流
罪
死
罪
に
行
わ
れ
て
勧
持
品
の
経
証
色
読
に
よ
っ
て
上
行
体
現
を

期
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
而
し
て

「
日
蓮
ら
の
類
の
修
行
は
妙
法
蓮
華
経
を
修
行
す
る
に
、
難
来
る
を
以
て
安
楽
と
意
得
べ
し
」
と
、
む

し
ろ
三
類
の
敵
人
等
の
暴
力
を
能
忍
受
之
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

本

化

折

伏

論
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説
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本

イし

折

伏

論

概

説

三
、
折

伏

慈

悲

の
み
な
ら
ず
大
型
人
の
折
伏
は
慈
悲
よ
り
出
で
た
も
の
で
あ
る
。
祖
書
に
云
く

「
日
本
国
の
一
切
衆
生
の
法
華
経
を
謗
じ
て
無
間
大
城

に
堕
つ
べ
き
を
助
け
ん
が
為
に
申
す
法
門
な
り
」
（縮
〓
二
九
一こ

と
、
又
云
く

「只
今
此
国
将
に
滅
亡
せ
ん
と
す
。
予
ほ
ぼ
先
づ
此
の
仔

細
を
勘
う
る
の
間
身
命
を
捨
棄
し
国
恩
を
報
ぜ
ん
と
す
」
（縮
〓
曇
一五
）
と
。
【そ
の
他
祖
書
の
至
る
所
に
慈
悲
折
伏
の
御
心
境
が
述
べ
ら

れ
て
い
る
。

（縮
七
七
二
、縮
一
五
〇
九
、縮
七
圭
二
等
）
蓋
し
折
伏
は
前
述
の
如
く
大
聖
人
の
折
伏
行
は
、
末
代
愚
悪
を
正
機
と
す
る
摂
取
不

捨
の
下
種
行
な
る
故
で
あ
る
。

四
、
折
　
伏
　
自
　
行

又
大
聖
人
の
折
伏
は
化
他
行
の
み
で
は
な
い
。
化
他
行
で
あ
る
と
共
に
自
行
の
功
徳
を
具
足
す
る
の
で
あ
る
。

大
聖
人
の
立
場
に
罪
悪
観
と
光
明
観
の
両
面
が
あ
る
。
罪
悪
観
と
は
、
過
去
遠
々
の
謗
法
罪
で
あ
り
、
光
明
観
と
は
、
本
化
上
行
の
自

覚
で
あ
る
。
而
し
て
折
伏
受
難
に
よ
っ
て
罪
悪
観
に
は
滅
罪
成
仏
の
感
涙
に
む
せ
び
、
光
明
観
に
は
積
功
累
徳
の
法
悦
を
深
く
せ
ら
れ
た
。

即
ち
佐
渡
御
書
に
云
く

「
日
蓮
も
又
か
く
責
め
ら
る
る
も
先
業
な
き
に
非
ず
。
不
軽
品
に
云
く
其
罪
畢
己
等
云
々
…
…
過
去
の
謗
法
を
案

ず
る
に
誰
が
知
る
、
勝
意
比
丘
が
魂
に
も
や
、
大
天
が
神
に
も
や
、
不
軽
々
毀
の
流
類
か
、
失
心
の
余
残
か
、
五
千
上
慢
の
春
属
か
、
大

通
第
三
の
余
流
に
も
や
あ
る
ら
ん
、
宿
業
は
か
り
難
し
…
…
我
今
度
の
御
勘
気
は
世
間
の
失

一
分
も
な
し
。
偏
に
先
業
の
重
罪
を
今
生
に

消
し
て
後
生
の
三
悪
を
脱
れ
ん
ず
る
な
る
べ
し
」
（縮
杢
二
〇
）
と
。　
こ
れ
は
罪
悪
観
の
法
悦
の
一
例
で
あ
る
。
又
諸
法
実
相
妙
に
云
く

「地
涌
の
菩
薩
の
さ
き
が
け
日
蓮

一
人
な
り
。
地
涌
の
菩
薩
の
数
に
も
や
入
り
な
ま
し
…
…
日
蓮
が
弟
子
檀
那
地
涌
の
流
類
に
非
ず
や
。
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…
…
地
涌
の
菩
薩
に
定
り
な
ば
釈
尊
久
遠
の
弟
子
た
る
こ
と
あ
に
疑
わ
ん
や
…
…
末
法
に
し
て
妙
法
蓮
華
経
の
五
字
を
弘
め
ん
者
は
男
女

は
き
ら
う
べ
か
ら
ず
、
皆
地
涌
の
菩
薩
の
出
現
に
あ
ら
ず
ん
ば
唱
え
が
た
き
題
目
な
り
…
…
現
在
は
見
え
て
法
華
経
の
行
者
な
り
。
又
未

来
は
決
定
と
し
て
当
詣
道
場
な
る
べ
し
…
…
か
く
の
如
く
思
ひ
つ
づ
け
て
候
え
ば
流
人
な
れ
ど
も
喜
悦
は
か
り
な
し
…
…
か
か
る
身
と
な

る
も
妙
法
蓮
華
経
の
五
字
七
字
を
弘
む
る
故
な
り
。
…
…
現
在
の
大
難
を
思
い
つ
づ
く
る
に
も
涙
、
未
来
の
成
仏
を
思
い
て
喜
ぶ
に
も
涙

せ
き
あ
え
ず
…
…
但
だ
偏
に
法
華
経
の
故
な
り
。
若
し
然
ら
ば
甘
露
の
涙
と
も
云
う
べ
し
」
（縮
九
六
〇
）
と
。
又
云
く

「
日
蓮
が
難
に
値

う
所
ご
と
に
仏
土
た
る
べ
き
か
」
（縮
六
九
〇
）
と
。
こ
れ
光
明
観
の
法
悦
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
大
聖
人
の
化
他
折
伏
は
同
時
に
折
伏
自

行
で
あ
る
。
我
ら
も
罪
障
消
滅
し
て
本
化
地
涌
の
流
類
た
ら
ん
と
せ
ば
、
折
伏
化
他
に
精
進
し
、
以
て
折
伏
自
行
の
功
徳
を
積
む
べ
き
で

あ
る
。

五
、
与
同
罪
と
折
伏

か
く
す
る
こ
と
は
又

「
与
同
罪
」
を
ま
ぬ
が
れ
る
道
で
も
あ
る
。

与
同
罪
と
は
、
人
の
謗
法
を
見
て
も
放
置
し
て
諌
め
な
い
が
故
に
被
る
謗
法
同
類
の
罪
で
あ
る
。
祖
書
に
云
く

「見
壊
法
者
の
見
と
、

置
不
呵
責
の
置
と
能
々
心
腑
に
染
む
べ
き
な
り
。

法
華
経
の
敵
を
見
な
が
ら
置
て
責
め
ず
ん
ば
師
檀
と
も
に
無
間
地
獄
は
疑
な
か
る
べ

し
」
（縮
一
五
一
五
）
と
。
故
に
大
聖
人
御
自
身
の
折
伏
行
に
つ
い
て
も
こ
の
立
場
よ
り
次
の
如
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
日
蓮
こ
の
大
な

る
失
を
兼
ね
て
見
し
故
に
与
同
罪
の
失
を
脱
れ
ん
が
為
、
仏
の
呵
責
を
思
う
故
に
、
知
恩
報
恩
の
為
め
、
国
の
恩
を
報
ぜ
ん
と
思
い
て
国

主
並
に
一
切
衆
生
に
告
げ
知
ら
し
め
し
也
」
（縮
一
九
一一一五
）
「
設
い
謗
身
は
脱
る
と
云
う
と
も
謗
家
謗
国
の
失
如
何
せ
ん
。
謗
家
の
失
を
脱

れ
ん
と
思
は
ば
国
主
を
諫
暁
し
奉
り
て
死
罪
欺
流
罪
敷
に
行
わ
る
べ
き
な
り
。
我
不
愛
身
命
但
惜
無
上
道
と
説
か
れ
、
身
軽
法
重
死
身
弘
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法
を
釈
せ
ら
れ
し
是
也
。
遺
去
遠

そ
劫
よ
り
今
に
仏
に
成
ら
ざ
り
け
る
事

は
か
様

の
事

に
恐
れ
て
云

い
出
ざ
ざ
り
け
る
故
な
り
ｏ
未
来
も

亦
復
是

の
如
く
な
る
べ
し
。
今
日
蓮
が
身
に
当
り
て
つ
み
知
ら
れ
て
候
」
（縮

一
九
二
七
）
と
。

門
祖
聖
人
も

「
信
心
法
度
十
三
箇
条
」

の

第
十
三
法
魔
に

「
当
宗

の
信
、
檀
方
、
訃
ぐ
朋
静
檀
方

の
諄
法

σ
振
舞
兄
は
し
、
き
き
隠
ざ
ん
は
、
今
生
は
虚
ぐ
後
生
は
無
腸
に
堕

つ
べ

し
」

と
仰
せ
ら
れ
て
い
る
。
尚
松
野
砂

に
云
↑

「
謗
法

の
者
を
責
み
ず
し
て
徒
ら
に
遊
麟
雑
談

０
み
に
て
明
し
暮
ざ
ん
は
法
師

の
皮
を
着

た
る
畜
生
な
り
。
法
師

の
名
を
ぬ
す
め
る
盗
人
な
り
」
と
。
誠

に
蹴
然
襟
を
正
し
て
肝

に
鉾
す
べ
く
、
省
み
て
意
愧

の
極
み
で
あ
る
。

大
聖
人
に
随
え
ば

仏
法
は
体

の
如
く

世
法
は
影
の
如
し
。

即
ち
云
く

「
彼
等
が
大
悪
法
を
尊
ま
る
る
故
に
理
不
尽
の
政
道
出
来
す
」

（縮

一
五
一ハ
七
）
と
。
実

に
宗
教

の
邪
正
は
現
実

の
安
危

に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。　
故

に
立
正
安
国
は
大
聖
人
畢
生
の
御
主
張
で
あ
り
、

閻
浮
同
帰

は
そ
の
御
理
想
で
あ

っ
た
。
御
門
下
た
る
者
、
弥

々
自
他
の
謗
法
を
禁
断
呵
責
し
て
、
仏
祖
大
聖

へ
の
報
恩
と
な
し
、
滅
悪
生

善

の
信
心
行
と
な
す
べ
き
で
あ
る
。

以
上
を
要
す
る
に
日
蓮
大
聖
人
の
折
伏
は
、
単
な
る
弘
経
の
方
便
に
非
ず
し
て
、　
仏
法
の
大
義
た
る
本
門
下
種
の
要
法
に
立
脚
せ
る

「法
体
折
伏
」
で
あ
る
。
即
ち
法
に
約
せ
ば
南
無
妙
法
蓮
華
経
の

「教
弥
実
」
の
絶
対
的
教
権‐
の
発
作
で
あ
り
、
人
に
約
せ
ば
「位
弥
下
」

の
慈
悲
た
る
本
化
の
絶
対
的
救
済
の
発
露
で
あ
る
。
即
ち
大
聖
人
の
折
伏
は
、
末
法
下
種‐
Ｏ
仏
種
子
た
る
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
功
能
と
、

末
法
下
種
の
導
師
た
る
本
化
の
大
権
と
が
、
日
蓮
大
聖
人
の
信
心
に
よ
っ
て
人
法

一
如
冥
合
せ
る
大
慈
悲
の
活
現
で
あ
る
。

若
し
大
聖
人
に
こ
の
折
伏
が
無
か
っ
た
と
せ
ん
か
、
大
聖
人
は
本
化
上
行
再
来
の
資
格
を
失
い
、
随
っ
て
末
法
に
下
種
唱
導
師
な
ぐ
、

本
門
八
品
は
妄
語
と
化
し
、
法
華
本
門
の
宗
旨
は
存
在
の
意
義
を
失
う
の
で
あ
る
。
随
っ
て
又
末
法
未
下
種
の
劣
機
の
信
心
成
仏
の
要
道
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も
閉
ざ
さ
れ
る
。
実

に
大
聖
人
の
折
伏
は
、
大
聖
人
御
自
身

の
生
命
で
あ
る
と
共
に
、
そ
の
宗
旨
と
末
代
我
ら
の
大
事
で
あ
る
。
故

に
大

聖
人
は
御
昨
下

に
大
号
令
を
下
し
て
云
く

「
日
き
先
が
け
し
た
り
。
若
党
共
二
陣
三
陣
と

つ
づ

い
て
迦
葉
阿
難
に
も
勝
れ
、
天
台
、
伝
教

に
も
越
え
よ
か
し
」
（糠
々
振
舞
砂
）
「
各

々
我
が
弟
子
ど
名
乗
ら
ん
人

々
は

一
人
も
お
く
し
思
わ
る
べ
か
ら
ず
」
（同
上
）
「
相
構
え
相
構
え

て
力
あ
ら
ん
程
は
謗
法
を
ば
せ
め
さ
せ
給
う
べ
し
」
（清
澄
大
衆
砂
）
と
。　
し
か
も
亦
婦
人
に
対
し
て
さ
え

「
こ
の
法
門
故
に
夫
に
害
せ
ら

る
る
と
も
悔
る
こ
と
な
か
れ
。　
一
同
し
て
夫

の
心
を
諌
め
ば
竜
女
が
跡
を

つ
ぎ
、
末
代
悪
世

の
女
人
成
仏
の
手
本
と
な
り
給
う
べ
し
」
（兄

弟
抄
）
と
激
肋
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

末
法
下
種
唱
導

の
師

は
、
勿
論
要
法
付
属

の
本
化
た
る
日
蓮
大
聖
人
御

一
人
で
あ
る
。
然
し
唱
題

の
輩

は
本
化

の
流
類
た
る
こ
と
を
許

さ
れ
、
こ
ら
大
号
令
が
下
さ
れ
た
。
我
ら
は

一
意
専
心
こ
れ
に
応
え
て
異
体
同
心
し
、
随
力
演
説
し
て
本
化
折
伏

の
継
承
に
精
進
す
べ
き

で
が
な
。

こ
σ
信
心
行
は
、
法
華
本
肛
″

血
脈
で
あ
る
。

実

に
、

「
折
伏
」

は
、
末
代
仏
教
の

一
大
事

で
あ
る
。
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